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本日の報告内容
１ 本報告を行うに至った経緯

２ Well-being of the Future Generations (Wales) Act 

2015とは

３ WFG法各論① 未来志向

４ WFB法各論② 包括的アプローチ

５ 現状：施行後のレビューと次期７年計画

６ 検討：日本への示唆

７ 今後の課題と展望

８ 参考文献
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1 本報告に至った経緯：センターについて

・地球研・京都府・京都市
と合同でR3年7月に地球研
内に設置

・京都地域の自然・社会へ
の気候変動の影響と長期的
な視点にたった変革的適応
の可能性を探る研究・調査
を開始

・合同で得られた成果を、
京都府・京都市の気候変動
適応策策定と実践に生かす

・京都での成果を、日本お
よび世界の気候変動適応の
研究と実践に発信

京都気候変動適応センター
Kyoto Climate Change Adaptation 

Center(KCCAC) kccac.jp

kccac.jp
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1 本報告に至った経緯：なぜ気候変動適応にFDか
KCCACでR3年度に実施したヒアリングから見えてきたもの

〇既存の複数の課題の複合を気候変動が深刻化
〇現場の農家の方々にとって、気候変動は必ずしも優先的な課題ではない
（Hulme,2009; Markowitz, E.,2012). 
〇従来の政策決定において、現場の農業関係者の参画が必ずしも十分に確保されてい
ない（環境省、2020；農水省、2021；Gonzalez-Ricoy, I., & Rey, F. (2019). ）

現在の諸制約から自由かつポジティブに未来像を描く枠組みとしてFDを提案

https://kccac.jp/activity
-report/symposium-
20220218/

4



1 本報告に至った経緯：制度への反映に向けて
３回のWSと意見交換会を通じ、５班各々が包括的で独創的なヴィジョンを創出

〇食の価値（やこれに関連する文化や歴史）の見直し・持続性
〇地域の自立性（地域内循環・自給自足・地域からの発信）
〇農業の社会浸透（新規参入障壁の低減ないし撤廃）
〇仕事のやりがいや人のつながりといったウェルビーイング
〇農業の持続性（作物種別検討・自給率確保）

これらのヴィジョンを具体的な気候変動適応計画に反映していくにあたり、国内
外における気候変動適応を含む将来世代への配慮を制度化した先例をレヴュー

（第２回南部WSの様子） （第２回意見交換会までの予備的成果）5



1 本報告に至った経緯：Wales法との出会い

公式サイト（https://www.futuregenerations.wales/）内より

・世界初の、将来世代への配慮を現世代の制度に組み込む法律
・Wales Ministersを含む多様な公的機関に対して、自国の文脈にそった

Sustainable Developmentとして７つのNational Well-being Goalsに向けた
実施を義務付ける

・５つの原則（collaboration; integration; involvement; long-term;  
   prevention) に従った義務履行も求められる
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https://www.futuregenerations.wales/


２ Well-being of the Future 
Generations (Wales) Act 2015とは
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【制定の背景】

1997 英国にて労働党が政権獲得＋Walesが一定範囲で自治権を獲得
1999    UKにて労働党が“A better quality of life - strategy for   

sustainable development for the United Kingdom”（Cm 4345）
           発表
2000 Sustainable Development Commissionを国の省庁の外にある独立の，
           政策実施型外郭団体（executive non-departmental public body）として
        設置・地域コミッショナーをWales, Scotland, North Irelandに設置
           有限会社の形式で政府と業務枠組み協定を締結し、助言や進捗管理
2010 総選挙で労働党敗北→SD委員会も廃止（2011.3）
           労働党基盤の強いWalesが独自にSD委員会業務を地域内限りで継続し、
           これを担う機関としてFuture Generations Commissioner を設置
2014 Wales政府が広く市民各層・NGO等から意見を聴取し、報告書

”The Wales we want”をまとめ、この中で長期政策諸目標案が
           示されたものを、Wales議会が2015年法に明文化
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２ WFG法（続き）

https://cynnalcymru.com/wp-content/uploads/2021/04/The-Wales-We-Want-Report-
English-Final.pdf

【国民対話“The Wales We Want”】
○6474名の参加（≒当時の人口の約0.2%）・

約1000の回答

○７つのNational Well-being Goals＆Commissionerの選任
＝達成目標自体をボトムアップで決定
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２ WFG法（続き）
【法の骨子】

○Sustainable development（２条）： the process of improving the 
economic, social, environmental and cultural well-being of Wales by taking 
action, in accordance with the sustainable development principle, aimed at 
achieving the well-being goals（４条）                                       

＝「現世代のwell-beingの実現のための手段としてのSD」という位置づけ

（将来世代の利益＝やや間接的な目標）

*多様な社会問題との直面があり、それらに長期的

視野に立った解決策の模索が必要であるにもかか

わらず、現行の法社会体制ではその実現が困難で

あるという認識があったか？

【関連公文書に明記されていた背景的な

社会問題例】

…気候変動、貧困・格差の問題、言語・文化の問題、

健康やwell-beingの問題・・・

The body must act in a 
manner which seeks to 

ensure that the needs of 
the present are met without 
compromising the ability of 
future generations to meet 
their own needs （５条）
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２ WFG法（続き）
【法律の全体的な構成】
Part1:序章
Part 2: well-being向上
・公的機関におけるSDとwell-being 義務（2-6条）
・well-being 目標（7-9条）
・目標達成に向けた進捗評価（10-13条）
・ガイダンス（14-16条）
Part 3: 将来世代コミッショナー
・定義、一般的な責務（17,18条）
・コミッショナーの機能（19-24条）
・共働（25条）
・諮問委員会（26-28条）
Part 4: 公的サービス機関
・１章（創設・参加および審査（29-35条））
・２章（地域のwell-being向上（well-being 義務（36-38条）

アセス（37-38条）、計画（39-45条）、修正（46条））
・３章（雑則（47-51条）
Part ５: 最終規定（52-57条、計画1-4）
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２ WFG法（続き）：法の概要（図）

7 Well-being goals （4条表）

政府が制定（10条1項） （10条３項） 政府が制定（11条）

各種機関（６条） アセス実施（36条、29条） 地域毎の進捗管理
（40条）

SD５原則（５条２項）

（17条・全体を俯瞰） PBに対する監査（15条）

（Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 Essentials Guide https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-
10/well-being-future-generations-wales-act-2015-the-essentials-2021.pdf
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【中村、2019】
１．「持続可能な発展」の法規範化・法制度化の試み

（１）５準則の開発
実体的価値：長期・総合・予防
手続的準則部分：関係者参加型の手続で協力して意思形成・決定していく部分

（２）SD理念を通じた実現目標をWell-being（幸福）においた点
要素分解的ではなく要素統合的な総合的アプローチが強調

（３）将来世代コミッショナーによる制度的バックアップ

２．長期・統合・予防の視点の政策変更力

３．手続・組織規定を通した将来世代擁護
（１）コミュニティを利害関係者として認知
（２）公的機関と民間団体・個人との協力・協働義務

４．将来世代コミッショナーの独自の役割
M4バイパス計画阻止の実例（SD５原則に照らし評価）

２ WFG法（続き）：法の特色

更に具体的な
政策評価の指
標として活用
されている点

が示唆的

多種多様なPBを
実施の中枢とし、
詳細な指標・マイ
ルストーン・影響
トレド分析等の義
務を課しつつ、こ
れを他の機関がモ
ニタリングや評価
する構造を通じて
全体的横断的な進
捗の実現を志向
（私見、以下同

じ）
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３ WFG法各論① 未来志向

https://www.gov.wales/sites/default/files/consultations/2018-02/151019-fg-act-summary-of-indicators-
en.pdf

〇50の指標と7つのNational 
Well-being Goalsを関連付けて、
達成に向けた進捗を可視化

〇SDを国家に義務付けている
＝義務が未来に向きつつ、現在
の当為についても規定

〇５ways of workingには
予防原則と長期的観点も

〇Commissioner が政策評価を
行う基準時は将来
（⇔日本の環境アセス（？））
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４ WFG法各論② 包括的アプローチ

https://www.futuregenerations.wales/wp-
content/uploads/2023/05/EssentialsGuide_V01_11_DIGITAL_Updated-1.pdf

国連のSDGｓを緩やかにすべてカバー
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４ WFG法各論② 包括的アプローチ

https://www.futuregenerations.wales/wp-
content/uploads/2023/05/EssentialsGuide_V01_11_DIGITAL_Updated-1.pdf

Well-beingを基軸に、環境が個別に紐づけられている
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４ WFG法各論② 包括的アプローチ

https://www.futuregenerations.wales/wp-
content/uploads/2023/05/EssentialsGuide_V01_11_DIGITAL_Updated-1.pdf

改正後指標は50に増加
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・Commissionerの任期満了に伴う交代を契機に、Wales
法

施行後のレビューを踏まえた次期計画に関すレポー
トが公刊

－財政面での制約（UK政府が大枠の予算決定権を保
持）

－長期的視野に基づく変革の実現の難しさ

５ 現状：施行後のレヴューと次期７年計画
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日本の文化的歴史的土壌に即したかたちで、WFG法の主旨を取り込む余地はあるの
では

〇環境基本法
〇第６次環境基本計画
〇（環境に限らない）まちづくり計画、総合計画等

６ 検討：日本への示唆（続き）
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（全世代の）人々のWell-beingを中心においたSustainable Developmentを
国家に義務付ける

↓
将来世代のWell-beingが結果的に保障されるなかで、環境が守られる仕組み

【巧みな点】
〇環境権・将来世代の人権という複雑な論点を回避しつつ目的を緩やかに達成

〇目標はボトムアップ、達成に向けた義務を負うのは公的機関
その義務履行においてさらに国民との連携が義務付けられる形

→環境という公共財的価値の保護を一義的に公的機関に義務付ける

【限界点】
〇必ずしも将来世代のwell-beingが「確保」されるかは不明
〇必ずしもあらゆる社会層の声を拾えているかは不明
〇必ずしも他国で同様の法の仕組みが適合するとも限らない

＊岩手県矢巾町の「FD条例」制定に向けた試み

６ 検討：日本への示唆



７ 今後の課題と展望１：国際展開
Wales Protocol
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https://www.futuregenerations.wales/wp-
content/uploads/2024/05/Wales-Protocol-
for-Future-Generations.pdf

○2015年のWFG法制定・施行以来の経験
を持つOffice of the Future 
Generations Commissioner for 
Walesを中心に、関係者が構想・起案

○最終的には60以上の国家から集まった
150名を超える政策担当者、運動家、
実務家等の議論を通じて確定

（これが4/30-5/1のForum）
＊ぎりぎりまで根本からの問い直し
○long-term thinking とholistic 
   decision-making の体現が核心
○UN Summit of the Future で採択が予
定されるDeclaration on Future 
Generationその他の解釈指針となること
が想定されている
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https://soif.org.uk/foresight-innovations/summit-of-the-future-programme/

○Declaration～採択後の実際のimplementationの検証が、解釈主体が誰かを含めて必要
○議論をよりInclusiveに：少なくとも日本であまり報道はされてない
○適切な”Realistic optimism“を

７ 今後の課題と展望１：国際展開
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https://soif.org.uk/foresight-innovations/summit-of-the-future-programme/

○Declaration～採択後の実際のimplementationの検証が、解釈主体が誰かを含めて必要
○議論をよりInclusiveに：少なくとも日本であまり報道はされてない
○適切な”Realistic optimism“を

７ 今後の課題と展望１：国際展開
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法被は日本人以上に効果があった
（Future Robeと命名）
手紙は裏までびっしり書いてくれる
参加者も

（おまけ） Future Designとの連携の可能性

2024.3.38 @The Office of the Future Generations Commissioner for Wales にて・
写真は石井励一郎・地球研准教授・京都気候変動適応センター事務局長が撮影）



参考文献・ウェブサイト
＊報告スライドに示したもの以外
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・Future Generations Commissioner for Wales 公式ウェブサイト
https://www.futuregenerations.wales/

・Peter Davies“, Future Generations Commissioners: Learning Lessons from Wales”（2017）
http://www.fdsd.org/publications/pd_lessons-from-wales/

・宇佐美誠・児玉聡・井上彰・松元雅和、2019.「正義論－ベーシックからフロンティアまで」法律文化社
・中村民雄、2019. 「ウェールズの将来世代コミッショナーー概要と活動成果ー」比較法学53(3), 

113-127.
・中村民雄編、2020.「持続可能な世界への法－Law and Sustainabilityの推進ー」

早稲田比較法研究所叢書48号
・大塚直・諸富徹共編著、2021.『持続可能性とwell-being』日本評論社
・田中成明、2023.『法学入門（第３版）』有斐閣
・Jane Davidson, 2020. Futuregen: Lessons from a Small Country. Chelsea Green. 

https://www.futuregenerations.wales/
http://www.fdsd.org/publications/pd_lessons-from-wales/
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